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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
自
動
車
の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請
書
等
の
様
式
等
を
定
め
る
省
令

第
八
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
自
動
車
の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る

申
請
書
等
の
様
式
等
を
定
め
る
省
令
第
八
号
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
運
輸
省
令
第
四
十
九
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
第
三
十
五
条
の
三
各
号
」
を
「
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
各
号
」
に
改
め
る
。

（
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
八
年
運

輸
省
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
の
表
第
三
号
中
「
第
三
十
五
条
の
三
第
四
号
又
は
第
五
号
」
を
「
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
第
四

号
又
は
第
五
号
」
に
改
め
、
同
表
第
六
号
中
「
第
三
十
五
の
三
第
一
号
」
を
「
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
第
一
号
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
第
二
号
中
「
第
三
十
五
条
の
三
第
四
号
又
は
第
五
号
」
を
「
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項

第
四
号
又
は
第
五
号
」
に
改
め
る
。

〇
環
境
省
令
第
九
号

電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法

律
第
百
二
十
五
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
環
境
省
関
係
構
造

改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
省
令
の
特

例
に
関
す
る
措
置
及
び
そ
の
適
用
を
受
け
る
特
定
事
業
を

定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日環

境
大
臣

小
池
百
合
子

環
境
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三

項
に
規
定
す
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
及
び

そ
の
適
用
を
受
け
る
特
定
事
業
を
定
め
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

環
境
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
に

規
定
す
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
及
び
そ
の
適
用
を

受
け
る
特
定
事
業
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
五
年
環
境
省

令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
第
十
六
号
」
を
「
第
二
十
三
号
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
法
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則

一
二
e

〇
（
職
員
の
懲
戒
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人

事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

人
事
院
総
裁

中
島

忠
能

〇
環
境
省
令
第
十
号

電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法

律
第
百
二
十
五
号
）
及
び
電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電

信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る

政
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
五
十
九
号
）
並
び
に
関
税
定

率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政

令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
七

号
）
の
施
行
に
伴
い
、
環
境
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域

法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
環
境
省
令
第
十
二
号
）
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日環

境
大
臣

小
池
百
合
子

環
境
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

第
一
項
中
「
別
表
第
十
二
号
」
を
「
別
表
第
十
九
号
」

に
、「（
平
成
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
第
九
条
」を「（
平

成
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
第
七
条
」
に
、「
構
造
改
革

特
別
区
域
法
施
行
令
第
九
条
」
を
「
構
造
改
革
特
別
区
域

法
施
行
令
第
七
条
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
、
様
式
第
二
、
様
式
第
三
及
び
様
式
第
四
中

「構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
令
第
９
条

」
を
「構

造
改

革
特
別
区
域
法
施
行
令
第
７
条

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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